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１．はじめに
　本稿では、新学習指導要領で実施される予定の社会科学を含んだ「探究

的な学習」と高等教育における社会科学の導入教育の両者に役立つ知識・

経験を提供すべく、主に著者たちが「未来の社会科学ユーザ」を育てる教

育として実践してきた実践報告をまとめつつ、その批判的検討を行う。

　2022 年から高等学校にて施行される予定の学習指導要領の改訂の基本

的なポイントとして、「知識の理解の質を高め、確かな学力を育成」する

ことが目標に掲げられている。また、そのような「主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善」を求めている。特に、理数系の科目では、

従来の数学、理科のみならず、「理数」の科目が設置され、「理数探究基礎」、

「理数探究」が設置されることとなった。「理数教育の充実」が改善事項の

主要なポイントに掲げられており、「日常生活や社会との関連を重視（数

学、理科）する」こと、「科学的に探究する学習活動の充実（理科）」、さ

らに、必要なデータを収集・分析し、その傾向を踏まえて課題を解決する

ための統計教育を充実（数学）」することが謳われている。このような「探

究」活動が、地歴科、公民科にも反映されており、地歴科では、「日本史
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探究」、「世界史探究」、「地理探究」の科目が設けられ、公民科では、「主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業」の実践科目として「公共」

が必修科目として設けられる予定である。

　このような「探究」と称する形で中等教育の学習過程における問題発見―

解決型プロセスを導入することは、中等教員の教員たちには目新しく感じる

かもしれない。一方で、本来、大学の研究者たちが行っている研究プロセス

には非言語的なレベルまで組み込まれているものである。特に、社会科学の

研究では、自らの問題関心に基づいた課題発見と解決のプロセスの修得が

独立した研究者たるためには必須とされている（例えば、伊丹 2001; 大谷編 

2004）。そこで、社会科学の研究プロセスの導入を高校段階の探究活動と共

有していくことは、中等教育における問題発見－解決型学習の実施円滑化に

とどまらず、生徒たちが卒業した後の大学などでの研究活動の導入や創造的

な職業キャリアの形成にも大いに役立ちうるはずである。

　本稿では、新学習指導要領において記載されている探究的な学習と「課

題研究」がどのような可能性を持っているかをまずは学習指導要領のテキ

ストをベースに検討する（第 2 節）。その上で、現状の大学に置ける社会

科学教育の導入の現状を批判的に考察する（第 3 節）。そこから、著者た

ちが行ってきたこれまでの教育実践を踏まえて提示し（第 4 節）、そこに

どのような問題点が想定されるかを提示する（第 5 節）。さらに、この問

題点について、学校教員の立場から見えてきたものを検討することにより

（第 6 節）、中等教育の探究的な学習と大学教育における社会科学教育の導

入教育の両者をより良くしていく方向性を検討していく（第 7 節）。

２．�中等教育段階における探究的な学習・「課題研究」と新学習指
導要領1

　2018 年春に告示された学習指導要領は、探究的な学習と課題研究を打

ち出すと共に、前述したように、地歴科・公民科に数多くの「探究」とい

う名称の入った科目が設置され、社会科学が一貫した知として、理数科あ
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るいは自然科学と並立できるほどの研究可能性と体系性があるか、を問い

かけるものとなっている。それとともに、この 20 年間、教育学研究が辿っ

てきた「いつか来た道」を想起させるものとなっている。

　ちょうど今から 20 年前、「総合的な学習の時間」を新設した学習指導要

領が告示され（小中学校は 98 年告示、高等学校は 99 年）、2002 年度より

完全実施された。当時、「完全学校週 5 日制の下で、各学校が『ゆとり』

の中で『特色ある教育』を展開し、子どもたちに学習指導要領に示す基礎

的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、自ら学び自ら

考える力などの『生きる力』をはぐくむ」2 ことを目指したものであった。

この学習指導要領は、学校週 5 日制の完全実施に伴い、削減された内容を

多く含むことから、「ゆとり」という言葉が一人歩きし、それまで必ずし

もネガティブな意味を含まなかった「ゆとり」が「ゆとり教育」批判ひい

ては「ゆとり世代」という言葉を産み出していくこととなった3。

　このような「ゆとり」教育による学力低下が論じられた時期に、ちょう

ど そ の 傍 証 と し て 論 じ ら れ た デ ー タ が、OECD が 実 施 す る PISA

（Programme for International Student Assessment，生徒の学習到達度

調査）である。2000 年に開始され、3 年おきに実施されている。2003 年

の結果が、2004 年に発表され、2000 年より有意に低下したことがセンセー

ショナルに報じられたことは、「学力低下」が実態面で進んでいることの

裏付けとなった4。その後、文科省は、上記の文言から「ゆとり」の部分

を削除し、「生きる力」を前面に押し出し、「確かな学力」として「基礎的

な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現する

ことにより、様々な問題に積極的に対応し、解決する力」を打ち出すよう

になった5。新しい学習指導要領の改訂方針は、高大接続において、より

踏み込んだ立場を打ち出しつつ、基本的な学力観については、現行学習指

導要領を踏襲したものと見ることができる。

　ところが、皮肉なことに、「学力低下」への批判とその対応は、新しい

学習指導要領において、高等学校において、課題研究にどう取り組めばよ
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いか、という点について、極めてねじれた関係を浮かび上がらせているこ

とを指摘する必要がある。2013年12月に2012年のPISAの結果が読解力、

科学的応用力が 4 位、数学的応用力が 7 位に準備を上げた際、新聞各紙は、

「学力　脱ゆとり効果　12 年 OECD 調査　日本の高校生、順位を上げる」

（日経新聞 2013 年 12 月 4 日）、「OECD 学力到達度調査　脱ゆとり成果「レ

ベル維持し教育再生」（産経新聞 2013 年 12 月 3 日）、「国際学力調査、日

本は過去最高点　「脱ゆとりが奏功」（朝日新聞 2013 年 12 月 4 日）と一斉

に、「脱ゆとり」の効果という文科省の説明をそのまま認めて報じている。

　一方、PISA リテラシーは、教育学の観点から見た場合、「内容的知識

やポリティクスの視点を捨象し、グローバルに共通すると仮想された機能

的リテラシー」を測定しようとするものであり、調査問題に具体化される

段階で、グローバルに実施される国際調査として多くの制約を背負い込ん

でいる（松下 2014）。すなわち、PISA で測定されている学力は、「確かな

学力」で謳われている表現のうち、冒頭の「基礎的な知識・技能」を意味

していない。PISA によって、明らかにされているのは、「活用して、自

ら考え、判断し、表現する」能力が PISA という観点から見た場合に高かっ

たという事実である。

　これに対して、「脱ゆとり」によって重点的に進められた施策は、「100

ます計算」の流行をはじめ、基礎・基本への回帰であった。2002 年度に

施行された学習指導要領のもう一つの目玉であった「総合的な学習の時間」

は、高校での時限数は大きな変化はなかったものの、小学校や中学校は削

減対象となり、例えば、小学 3 年生以上で 105 時間から 110 時間あった時

限数が 70 時間まで削減された。PISA2012 の報告書では、2012 年調査で

の日本の良好な結果は、総合的な学習の時間の貢献が大きいことが論じら

れていること6 はあまり注目されていない。

　この「学力低下」批判から、基礎・基本への回帰へという流れは、日本

の教育の歴史では、しばしば繰り返されてきた。とりわけ有名なのは、戦

後の新教育に対する批判である。文部科学省の説明に拠れば、「昭和 26 年
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の学習指導要領については、全教科を通じて、戦後の新教育の潮流となっ

ていた経験主義や単元学習に偏り過ぎる傾向があり、各教科のもつ系統性

を重視すべきではないかという問題があった。」として、基礎学力の充実

に関連した理数教育の改善要請があったことが示されている7。「主体的・

対話的で深い学びの実現」するために期待を寄せられている課題研究は、

このように「学力低下」として批判される可能性を常に秘めている。それ

では、このような事態を避けるために、課題研究をどう取り組めばよいの

だろうか。

３．�社会科学の導入教育の現状と可能性――「常識を疑う」を超
えて

　本来、第 2 節の最後で提示された、「学力低下」や「はいまわる経験主義」

に陥らないような課題研究のあり方を提示すべきなのは、大学教育にその

リソースが求められるはずである。大学は、高等学校までとは異なり、研

究機関の性格を持っており、研究のプロセスには、後に教科書『課題研究

メソッド』での定義も紹介するように、経験を科学的知識に変換し、さら

には人類の英知の刷新へとつなげていくという認識過程がまさに組み込ま

れているからである。

　しかしながら、人々にとって、社会科学の教育はどのように映っている

であろうか、を考えた場合、そこはいささか心許ない現状が少なくとも日

本の社会科学教育には存在している。おそらく、理数科教育に比べて体系

立っていない、何をやっているかわからない、あるいは、表面的にプレゼ

ンテーションや議論をしているだけで、実社会には役立っていない、その

ように見えるかもしれない。実のところ、これらの批判は、すべて筆者（相

澤）あるいは所属する現代社会学部の教育に対して、直接向けられたこと

のある批判である。また、いわゆる「文系」の大学教育は受けても役に立

たないため、就職するためには、勉強するよりも、アルバイトをはじめ、

別のことをして社会経験をした方がいいと評価されていることはしばしば
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見受けられる（辻 2013）。

　高度経済成長期以降の日本において、このような時代の大学教育を評す

る言葉が「レジャーランド」であった。そして、大学を「レジャーランド」

のように語っていた時代（新堀編 1985）に、大学教育の大多数を占めて

いたのが、私立社会科学系の大学・学部に通う学生であった。学校教育に

おける悉皆調査である『学校基本調査』によると、第二次ベビーブーマー

が大学に進学した 1991 年、大学への進学者数は 52 万 1899 人であった。

このうち最も多くの割合を占めていたのは社会科学系の学生で、21 万

1627 人で、全体の 4 割以上を占めていた。そのうち、私立大学の学生は

18 万 9900 人で、全ての大学生から見ても、35％以上が私立大学に通う社

会科学系の学生であった。実験とレポートの繰り返しのなかで、学問的方

法と専門知識の修得が励行される理工系の学生たちに対して、卒業論文は

おろか、ゼミナールを履修する機会もなく卒業していく学生は、少数派と

はなったとはいえ、現在でも存在している8。

　一方で、社会科学の導入教育として強調されてきた流れが「常識を疑う」

という考え方である。特に社会学の導入教育では「常識を疑う」という教

え方が強調されてきた（Collins   1992=2013；苅谷 1996 → 2002；友枝・

山田編 2007）。この教育方法として、分野を越えて広く用いられている苅

谷剛彦の『知的複眼思考法』でも、「常識」にしばられたものの見方、単

眼思考から複眼思考へと見方を変化させていくことを導入として紹介して

いる。この「常識を疑う」ことを社会学ひいては社会科学の導入において

強調することは、社会科学の導入教育の重要な方法論的ヒントを提供して

きた。ところが、この教育方法には、進学率 50％を超える現代の日本の

大学においては問題と行き詰まりを見せているのではないか9。具体的に

は、次の 3 点が挙げられる。

　第 1 に、「常識を疑う」という形の「常識」をどう位置付けるかである。

例えば、上述の『知的複眼思考法』では、偏差値や受験、就職活動につい

て、「一般的に言われていること」を「常識」としてみなし、いかに学生
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たちが常識にとらわれているかを踏まえた上で、「常識を疑うこと」を示

している。しかしながら、常識を疑うことを強調し、今持っている知識に

ついて疑いの目を向けさせれば向けさせるほど、持っている知識の連続性

を意識できなくなる。すなわち、知識を学習することよりも、懐疑する姿

勢を強調することは、学習よりも懐疑の姿勢を、大学教育において強調し

てしまうこととなる。

　第 2 は、第 1 の論点とも関連するが、持っている知識を「常識」として

矮小化することによって、知識を科学として構築していくことができなく

なるという問題点である。後述するが、経験主義的な小学校の社会科の内

容を中学・高校の社会科において「単元」として、地理学・歴史学・政治

学・経済学・社会学の入り口を学び、さらに大学の社会科学の学習へと、

科学的認識を養っていくように、本来、（少なくとも小学校から高校までは）

学習指導要領では目指されているものの、実際には、小学校では経験させ

ること、中学・高校では学習すべき知識を教えることに、限られた時間の

なかで注力せざるを得ない。社会科学の知識を総合化する機会として、大

学の社会科学を学ぶ機会が貴重であるにもかかわらず、「常識」と認識さ

せて矮小化することにより、知識の体系としての社会科学を教育していく

ことが難しくなる。

　第 3 に、そしてこれがある意味で日本の大学教育での最も深刻な問題で

あると考えられるものが、進学率が 50％を超え、マーティン・トロウの

言うところの「ユニバーサル・アクセス」の段階に至ったことである。喜

多村和之がまとめるように、ユニバーサル段階では、「共通の一定水準」

が喪失し、「スタンダードそのものの考え方が疑問視される」状態となる（喜

多村 1986 → 2010：21）。すなわち、そもそも「常識を疑う」と議論でき

るだけの「常識」を大学生が共有していないことが多くなってくる。この

点で、90 年代までの大学入学試験が選抜機能を果たしていた時代に通じ

た「常識を疑う」という形で教えようとする考え方は、2010 年代後半の

日本の多くの大学では明らかに行き詰まりを見せている10。
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　以上より、大学の社会科学の学部教育が、それまでの社会科の知識を前

提とした「常識破壊ゲーム」から組み立てることは明らかに難しくなって

いる。むしろ、中等教育において、社会を知るための科目として機能して

いる社会科教育の延長線上に、社会を科学として捉える視点を大学の社会

科学の教育のなかで強調していく必要がある。そして、社会を知るための

知識として学んできたことを活用し、知識と科学的方法の有機的に連関で

きる経験を大学教育のなかで作っていく必要がある。

４．�「未来の社会科学ユーザ」を育てることを目指したこれまでの
教育実践から

　第 2 節で見てきたように、中等教育段階では、「探究的な学習」や「課

題研究」を進めることが政策として進みつつある。一方で、大学段階では、

従来の社会科学の導入では、履修者が中等教育からの連続性を認識しづら

い問題がある。そこで、両者をつなぐ手立てとして、生徒・学生を「未来

の社会科学ユーザ」と見立てた時に、中等教育・高等教育でどんな教育が

できるのか、そして、大学の社会科学教育と中等教育の社会科教育（高校

の地歴公民を含む）が教育実践のなかでどのように接続できるのか、とい

う視点から教育実践を考える研究プロジェクトを立ち上げた。具体的に

は、2014 年度より 3 年間かけて、科学研究費補助事業「未来の社会科学ユー

ザを育てるためのカリキュラム構築：社会科学系の学部教育から」として

補助を受けて、教育研究活動を行ってきた11。

　このプロジェクトを通じて意識してきたことは、「研究」は大学の独占

ではなく、ユーザに開かれたものであるという視点が第一にあった。その

ため、ただ社会科学を「学ぶ」のではなく、社会に出て「使う」人として

社会科学教育を捉えた時、社会科と社会科学の教育はどのようなことをす

べきなのかという視点から、社会科教育と社会科学教育をつなげる実践を

検討してきた12。相澤と児玉が行き着いた視点の一つは、「課題」や「探究」

として生徒が関心を持てるために、社会の動態性を組み込んだ教育実践を
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行うことであった。例えば、デュルケムの『社会学的方法の規準』には、

「社会的諸事実を物のように考察する」ということが提唱されている

（Durkheim 1895=1978: 71）。このような視点で見た場合、中学・高校で

習う社会科は、社会的諸事実を物のように見た知識として、見事な体系を

成している。しかしながら、そのような知識の体系をできる限り効率よく

教えるために、流動的な知識は省く傾向にあり、静的な知識に収斂してい

く傾向がある13。一方で、「未来の社会科学ユーザ」として社会を捉えよ

うとする場合に必要な視点は、社会は動いており、社会科学とは、これま

での知識を踏まえて、動態的な社会を科学的に捉えている営みにあること

を実感させる必要がある。本節では、このような動態的に社会を捉えるた

めに、相澤と児玉が行った実践を、前著論文（児玉ほか 2015；相澤 

2016）を踏まえつつ、紹介を行う。

4-1　社会調査（Social�Research）の中学・高校での教育実践から

　相澤と児玉が行った実践の一つが量的調査（アンケート調査）を用いた

授業実践であった。2014 年度に、児玉と協働して、児玉が担当する 9 月か

ら 10 月の 12 コマ分の授業を用いて、中学 3 年生が文化祭の際にアンケー

トを配り、文化祭後、このデータの分析を行った。2015 年度は、高校の 1

学期（＝大学の春学期）に高校の 2 コマ分（＝大学の 1 コマ分）を用いて、

総合的な学習の時間として、高校生と大学生を対象としたアンケート調査

を行い、このデータの分析を行った。どちらの実践でも、自分たちでアンケー

ト調査を作り、表計算ソフトで分析し、プレゼンテーションを行った14。

　どちらの授業実践でも重視したことは、学術的研究でも行われているア

ンケート調査（質問紙調査）の方法のエッセンスを伝え、実際に生徒たち

がデータを集め、得られた分析結果からストーリーを語れるようにするこ

とであった。すなわち、アンケート調査の内容については、方法を教えて、

中身は自分たちで考えるようにさせた。そして、自分たちで問いを立て、

仮説を作って、検証するという流れを伝えることを意識させた。また、仮
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説が成立しなかったら、なぜそのような結果になったのかを考える、とい

うことによって、「動態」としての社会を捉えることが具体的に行えるよ

うに企図した。

　この実践の詳細は、中学校段階については児玉ほか（2015）にて、高校

段階については相澤（2016）にて、詳しく報告しているので割愛する。ま

た、数年を経て、その教育にどのような意味や効果があったのかについて

は、第 6 節にて児玉が再検討する。なお、既に別稿（相澤 2019）で紹介

しているが、実際に学術的なアンケート調査（質問紙調査）の方法論を認

識することができたか否かという点では、生徒の学力差以上に中学 3 年生

と高校 3 年生という発達段階の違いの方が大きく影響しており、高校生で

はアンケート調査（質問紙調査）によって、社会的な関係性を捉えるとい

う「メタ認知」の考え方がより認識できるようになれる可能性が示唆され

た（相澤 2019）。

4-2　�『課題研究メソッド』を用いた実践から――高校での「課題研究」

の教科書を大学の研究に応用する

　4-1 で示した 2014、15 年度の研究教育実践を通じて、大学で教えている

研究の考え方や方法をわかりやすく伝えられるようなテキストを作成する

ことを検討していた途上15、岡本尚也氏の手になる教科書『課題研究メソッ

ド』が教科書販売会社の啓林館から出版されることを 2016 年中に知った。

出版の少し前から情報共有を開始し、2017 年 3 月にはロンドンでの打ち

合わせを行い、2017 年度の大学のゼミで使用する教育実践を構想した16。

　この『課題研究メソッド』について、岡本氏から伺った話のなかでも印

象的だったのは、高校生から大学院生の研究計画書まで使えるテキストを

意図したということであった17。例えば、岡本尚也氏は『課題研究メソッド』

の冒頭において、「世界共通の学術的な方法（メソッド）」として、課題研

究を次のように定義している。
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　①先人たちが行った研究の諸業績をふまえたうえで、社会・学術の諸

問題から自分が取り組むべき課題を見いだし、それに対して、②客観的

なデータをもとにしつつ、③自分自身の考察やアイデアなどで新たな知

見を創造、探究し、④他者と共有することで、課題解決に貢献すること

（岡本 2017: 8）

　このように、『課題研究メソッド』では、研究とは何か、どう進めるのか、

という極めて根本的な話題を、社会科学・自然科学の分野を問わず、実践

する上で極めて有益な情報を網羅的に含んだテキストとなっている。相澤

は、2017 年 9 月よりこのテキストを用いて、卒業研究に至る水準の研究を

伝えようとする実践を行ってきた。一言で言えば、社会学あるいは教育社会

学を専門として、比較すれば狭い対象や方法論で調査研究をする場合でも、

大変なじみやすく作られている教科書であった。とりわけリサーチクエス

チョン・研究手法・研究計画書・まとめるという流れは大変使いやすかった。

　一方で、疑問に残ったのは、この教科書を使いこなす教員の側の工夫、

経験の問題である。すなわち、研究というものがどういう流れで進められ

ており、どういう完成形となるのか、という具体的なイメージを教員が持っ

ていなければ、この教科書を用いて導くことが難しいことがはっきりと理

解させられた。高校生にも配慮したやわらかい表現の一方で、研究として

高度な水準を記述そのものが要求しているため、使いこなすには、教員の

補助が明らかに必要な個所が多数見られた。長くても 1 年度のサイクルで

まわすことの多い高校の「課題研究」に対して、場合によっては 2 年程度

をかけることとなる大学の卒業研究とのタイムスパンの違いは、学生たち

に意識させる必要があった。また、第 5 章では発表の仕方が説明されてい

るものの、高校の「課題研究」では、成果報告が主にプレゼンテーション

やポスター発表になる一方で、社会科学系の学部教育で研究を実践させる

場合、2 万字程度以上の卒業論文の執筆を課されることが多いので、論文

の書き方については情報が必要な個所も見られた18。
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4-3　�大学の教育を中高で実践することと高校の課題研究を大学から眺め

る実践の小括

　本節では、大学の教育で行ってきた社会調査の実践を中学、高校に実践

してきたこと（4-1）と、高校の「課題研究」の教科書を用いて、大学レ

ベルの教育・研究を行うこと（4-2）の両者を筆者が行ってきたことを紹

介してきた。

　「研究」という営みを学び合いで共有するという共通項を持ちながら、

両者のクロスオーバーする実践を通じて、次のようなことが明らかになっ

てきた。第 1 に、4-2 の『課題研究メソッド』のように、探究的な営みを

高校段階で行おうとするということは、高校の教員のみならず、大学教員

にとって、研究・教育の両方に携わる者として、研究と教育の技量が求め

られる大変チャレンジングな営みが始まりつつあるのだということであ

る。このなかで、中学生・高校生を惹きつけられる学問であるか否かは、

今後の日本国内の学問研究の動向にも影響してくることであろう。そし

て、このなかで、第 3 節に示したように、旧来型の「常識を疑う」という

だけの導入教育ではなく、むしろ社会科学においても、静態的・体系的な

知識の積み上げを意識させながら、動態的な社会を捉えられるように、大

学の社会科学の研究者は中等教育で教えられる知識をもっと応援できるよ

うに目を向けていく必要がある。そして、教育学研究として、研究対象と

しての教育のみならず、教育実践への関与を、研究を教えるという水準で

求められるようになっている現状が浮かび上がってきた。

　次節以降では、「課題研究」および探究的な学習の教育実践への批判的

考察を行う。第 5 節は、教育学および教員養成の立場から、第 6 節は、中

高の教員の視点から考察を進める。

（以上、第 1 節から第 4 節まで、相澤真一）

12 （ 12 ）



５　「課題研究」、探究的な学習の教育実践への理論的・実践的論点
　以下、すでに様々な先行研究において一定程度の検討・応答がなされて

いるものの、今後さらなる検討を加えていく必要がある理論的・実践的な

論点を提起しておく。

　第 1 は、課題研究の意義に関してである。端的に述べれば、課題研究の

教育的意義はいかなる点に求めることができるだろうか。これまでも、課

題研究の成果として、「認知的能力」（IQ テストや学力検査等から測定さ

れる 3R’s や学歴など）だけでなく、社会的・情動的・行動的特性である「非

認知的能力」（やり抜く力、忍耐力、誠実さ、自制心、楽観主義、責任感、

好奇心、学習・労働意欲、自信、努力、協調性、計画力など）に対する影

響も指摘されているところであるが、課題研究の展開がこうしたハードな

能力とソフトな能力に対していかなる影響を与えうるものとなるのか、実

証的な研究を展開していく必要がある。

　第 2 は、「課題研究」と「探究的な学び」の関係に関してである。近年、

あらゆる学校段階（小学校、中学校、高等学校、大学等）において「探究

的な学び」の必要性が指摘されているが、改訂学習指導要領における「探

究的な学び」と高等学校における「課題研究」の共通点・相違点をどのよ

うに理解し、また相互の関係を位置付けていくべきか、理論的な整理も必

要となろう。

　第 3 は、課題研究と教育課程内／外の活動との関係に関してである。課

題研究を推進していくことは、既存の教育課程内の活動、教育課程外の活

動の関係を再構成していくことを迫るものとなる。当然のことながら、高

校現場ではこれまでも教育課程内／外の活動では「芳醇な学び」を保証し

てきたが、課題研究でしかなし得ないこと、あるいは課題研究でこそ保証

しうる学びとはいかなるものなのか、三者の関係を改めて問う必要がある。

　第 4 は、「メソトロジー」学習の意義と方法に関してである。これまで

の総合的な学習における時間における「調べ学習」を乗り越えていくため

には、課題研究の初期段階において、自然科学・社会科学的な研究方法を
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体系的に学ぶこと（メソトロジー学習）が前提となる。他方で、メソトロ

ジーを形式的に学ぶだけでは、学習者がある種の「退屈さ」を感じ、課題

研究の醍醐味を味わう前に挫折してしまうという懸念もある。では、いか

なる「仕掛け」を通じて、学習者に「メソトロジー」を学ぶことの意義や

意味を理解・体験させ、学習のモチベーションを維持していくことができ

るだろうか。

　第 5 は、課題研究の阻害要因に関してである。課題研究を推進していく

上で、今後障壁となりうる課題、あるいは阻害要因としてはいかなるもの

が想定されるであろうか。一例を挙げれば、高等学校における学習概念や

学力概念に対する前提、当該学校が置かれている歴史的文脈や地域的特

性、経路依存性の性質を帯びた学校文化や教員文化、各教員の教科専門性

を前提とした協働的な組織体制の未整備などが挙げられよう。

　第 6 は、課題研究の成果の公表に関してである。課題研究の成果を共有

する方法として、最終的にプレゼンテーションを行うことが想定される。

ここでのプレゼンテーションとは、つまるところ、課題研究を通じて得ら

れた成果を他者に説明し、かつ他者の理解と納得を得る積極的な行動を指

す。ところが、得てして、資料作成においてリーダーフレンドリーでなかっ

たり、声の大きさ・スピード・高さ、姿勢・動作・態度の適切さなどの点

で他者に伝える技術が乏しかったりと、膨大な時間をかけてきた課題研究

の成果が十分に伝わらないという事態に陥る事例も少なくない。成果を他

者に伝える方法に関しても課題研究のプロセスの一部に明確に位置付けて

いく必要があるかもしれない。

　第 7 は、課題研究の評価に関してである。「課題研究」といえども、評

価の観点は免れ得ない。評価と一口に言っても、プロセス評価、パフォー

マンス評価、ルーブリック評価、ポートフォリオ評価など、多種多様な方

法や視角があるが、いかなる評価観を適用していくべきか、また課題研究

のいかなるプロセスに対して、いかなる評価の方法が適合的か、さらなる

検討を進めていくべきである。また、今後は、高大接続の観点、より具体
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的に言えば、大学入試等においても課題研究の成果が積極的に活用されて

いくことが予想される。では、いかなる観点に基づいて、課題研究の取り

組みを大学入試等における調査書等へ「変換」していくことができるか、

現場教員にとってすぐれて実践的な課題となる。なお、課題研究の成果の

可視化とともに、課題研究の成果を持続可能な形でアーカイブし蓄積して

いくことも課題研究の質的向上のためには肝要となる。

　第 8 は、課題研究に内在するリスクに関してである。今後、課題研究が

普及すればするほど、次のような課題が生じうる。すなわち、メソトロジー

学習や探求のプロセスに関して体系的であろうとすればするほど内容や方

法において規格化し、ひいては学習それ自体が陳腐化するリスクが、また、

成果の可視化にこだわろうとすればするほど過度の経験主義や態度主義・

活動主義に傾倒してしまうリスクが高まる。こうしたリスクに対してはど

のような対応方法が考えられるだろうか。

　以上、上記の論点に関しては課題研究や探究的な学習が本格化していく

途上においても自覚的である必要がある。

（第 5 節　荒井英治郎）

６．�実りある課題研究・探究的な学習はどう構想できるか―社会
科教員として携わる立場から

6-1　はじめに

　本節では前節までと立場を変えて、中高の教員の視点から考察を進めて

いきたい。

　第 3 節と第 4 節では、大学の（社会科学）研究者にとっての「課題研究」

「探究的な学び」について整理してきた。そこでは、今後大学の教員にとっ

て中高での取り組みを支援していくこと、そしてそのために研究と教育の

両方に向き合うことの重要性が高まっていくことが指摘された。この変化

は中高の教員にとっても無縁ではない。課題研究や探究的な学習に携わる

中高の教員にも、教育と研究の両方の技量が求められるようになるであろ
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うからである。

　もっとも、筆者（児玉）ひとりがすべての現場の声を代弁できるとは、

露ほども考えてはいない。しかし、中高の社会科教育の現場と、大学での

研究の世界の両方に足を置くものとして、ここから見えるものを「肌感覚」

からの記録として留めておきたい。

　本稿で取り上げるテーマに関しては、日本教育学会におけるラウンド

テーブルにおいて、議論に先駆けて「問いの共有」が提案された。「課題

研究」と「探究的な学習」とはどう違うのか。「社会科学教育」と「社会

調査入門」は、これらとどう関連づけられるのか。どの学校種について論

じるのか。学校種による違いをどう理解し、学校種間の連続性と断絶につ

いてどう考えるのか。議論の前提としての「問いの共有」の重要性の指摘

は、「問いの共有」の難しさの裏返しであるともいえる。

　しかし、氾濫する情報と迫りくる実施へのカウントダウンの中で、はた

してどれほどの一般教員が、議論の前提となる「問いの共有」について意

識できているのだろうか。「総合的な学習の時間」と「総合的な探究の時間」

の違いひとつにしても、頭で理解はしていても「言葉遊びのひとつ」にし

か感じられないような感覚は、研究者としても授業者としても失格かもし

れないが、必ずしも一般教員の感覚から大きく外れているとも思わない。

　教育雑誌には、毎号のように新学習指導要領に向けての記事が掲載さ

れ、それを見越した先行的な授業実践の紹介記事も多く目にするように

なってきた。こうした中で、一般教員が日々の授業準備や校務、部活動指

導の合間を縫って、政策文書に目を通し、こうしたあまたの書籍、学術論

文、雑誌記事などをレビューし、動向をチェックすることは、なかなか簡

単にできるものではない。

　本節はこうした感覚をベースに、第 5 節で整理された論点を踏まえつ

つ、記述を進めていきたい。
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6-2　「課題研究」「探究的な学び」についての理論と実践の統一は可能か？

　「課題研究」や「探究的な学び」に関する理解や授業実践は、それぞれ

の教員がそれぞれの研究にもとづく授業実践を行うことによって、職員室

の中は「百家争鳴」状態になりつつある。

　筆者は 2018 年度、中学 3 年生の担任として、生徒と授業担当者全員に『課

題研究メソッド』を配布した。生徒に対しては、わからないことがあった

らこの本をいつでも参照するように指示しつつ、この本で書かれている方

法は大学までずっと使い続けることだということを説明し、授業担当者に

はできるだけこの本を使って説明してほしい旨、年度初めに依頼した。し

かし実際には授業担当者はそれぞれの自分のやり方で授業を進めていっ

た。まさに、同じ学年を担当する授業担当者の間でも「百家争鳴」が起き

たのである。

　こうした中で、はたして「天下統一」はなされるのだろうか。

　「探究的な学び」が、先行して教育現場に導入された「アクティブラー

ニング」の延長上にあるのだとすれば、この点についてまずはアクティブ

ラーニングに立ち返って考えておきたい。

　日本私学教育研究所の研究紀要には、全国の私立中学高校の現職教員に

よって行われた 1 年間の教育実践が報告されている。30 人が報告を寄せ

ている 2017 年度の研究報告19 のうち、内容的にアクティブラーニングに

関係するものは 24 本にのぼった20。この 24 本は、学習の形態としてのア

クティブラーニングという点では共通していても、その内容はバラエティ

に富んでおり、引用参考文献もまちまちである。アクティブラーニングと

いう「ふわっとした」概念のゆるさが、誰にでも実践可能な間口の広さを

準備しているともに、こうした百家争鳴の状況をもたしているように思わ

れる。

　「探究的な学び」を教科学習の中心にすえる方向性について異論はない。

ただしこれもまた、その「ふわっとした」概念ゆえに、百家争鳴状態のま

ま、それぞれの教員の授業実践が有機的なつながりを欠いたまま、ふわっ
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と全国の教室に広がっていくことは、想像に難くない。

6-3　現状における学校における「課題発見」と「課題解決」との整合性

　学習指導要領が想定する「探究のプロセス」とは、①課題の設定、②情

報の収集、③整理・分析、④まとめ・表現、という 4 つの段階で構成され、

これが次の課題の設定につながっていくというように、らせん階段状に学

びが深まっていく、というものである21。このような学びのあり方は、従

来の学習指導要領でも、総合的な学習の時間をはじめとして追求されてき

たものであり、これが次の指導要領において前面に押し出されてきたもの

である。

　しかし、従来の学校教育においては、この「探究のプロセス」に生徒た

ちが取り組む機会は十分ではなかったのだろうか。

　従来の枠組みにおいても、総合的な学習の時間での、あるいは学校設置

科目における課題研究や卒業論文作成は、多くの学校で行われてきた。た

とえば、先述の日本私学教育研究所の委託研究の中においても、中央大学

杉並高等学校の 14 年にわたる授業実践が紹介されている。同様の実践は、

たとえば関西学院高等部の読書科の一連の授業実践22 があるし、筆者の勤

務校でも中学 3 年生「総合」での卒業論文作成が行われている。それらの

中ではいずれも、問いを立て、先行研究を確認し、資料や文献を調査し、

論文としての体裁にまとめて発表する、というプロセスを、教員の助言と

指導のもとでひとつひとつ進めていく。これをもっと広く教科学習におい

て展開していく新学習指導要領の狙いだとしても、これまでではどう不十

分だったということが、はっきりしない。

　また、このような先行的な取り組みではなくても、すでに日本中の学校

で行われてきたことに、課外活動がある。部活動や学校行事において、生

徒たちは、教員や指導者と一緒に、目標を設定し、その達成のための課題

を確認し、解決する手段を模索し、日々の活動を通してひとつひとつ乗り

越えながら、大会や発表会を迎える。多くの運動部で採用されている「部
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活ノート」は、課題の見える化の手段であり、指導者と部員との情報交換

ツールであり、これを通して競技力の向上と心身の成長をめざす取り組み

である。その目標は、全国大会優勝から、文化祭公演の成功まで、さまざ

まな次元はあっても、そのプロセスは同じである。だからこそ部活動や学

校行事の教育効果が強く主張され、教員の働き方改革や部活動改革をめぐ

る議論において大きな争点となっていることは、よく知られている。

　こうしたところから、前節で指摘されたように、これまでの教育課程の

内外で行われてきた取り組みと、新しい学習指導要領のもとでできるよう

になること（新しい学習指導要領によってしかできないこと）とが、どう

いう関係性にあるのだろうか。教育課程内での活動と、課外活動や部活動

との間には、「知的探求」や「社会貢献」という要素の有無という厳然た

る境界線があることは確かである23。しかし、高校の「総合的な探究の時間」

の解説を見れば、従来の「総合的な学習の時間」における課題と生徒の関

係が「課題を設定し、解決していくことで、自己の生き方を考えていく」

ものであるのに対し、「総合的な探究の時間」においては「自己の在り方

生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していく」ということ

とされている24。それならば、部活動に積極的に取り組む生徒にとっては、

「総合的な探究の時間」の求める課題の発見と解決とは、コマ切れの週何

回かの授業によってではなく、まさに部活動の方がはるかに教科の目的に

適うということにはならないだろうか。そして仮にそうだとすれば、今次

の学習指導要領の改定が、学校教育のあり方全般をリストラすることにつ

ながり、ひいては「教員の働き方改革」や「ブラック部活動」問題の解決

の糸口となる可能性も秘めているということでもある。

　課外活動とのアナロジーから、モチベーションの問題についても指摘し

ておきたい。上記のような課外活動における正のサイクルは、公演の成功

や試合の勝利への強いモチベーションを持たない生徒には、あまり期待で

きない。彼／彼女たちにとっての学校行事や部活動への強制参加が苦痛な

ものとなりかねないのと同じように、強いモチベーションを持たないまま
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に「課題研究」「探究的な学び」は成り立つのだろうか。すなわち、生徒

が自主的に取り組んだ課外活動が目覚ましい教育効果をもたらす一方で、

制度化され強制参加によって維持される取り組みは、活動自体が自己目的

化し、教師にとっても生徒にとっても重い負担となってのしかかってくる

ように、「課題研究」「探究的な学び」を行うことが自己目的化し、形骸化

が進むことにはならないだろうか。

　もうひとつ、課題研究を進める上で気がかりな点を挙げておきたい。学

校現場に社会科学の課題研究を持ち込もうとするのであれば、「学問の自

由」が学校教育の中でどこまで保障されるのか（保障する強い意志が学校

あるいは行政当局の側にあるのか）、という点である。

　辺野古への米軍基地移設問題と沖縄県民投票の問題に気づき考察しよう

とすること、森友学園問題をめぐる政権に対する官僚の忖度と民主主義と

の関係について検証しようとすること、原発から出た放射性廃棄物の最終

処分場の問題、あるいは校則の問題、組体操と学校の安全の問題、いじめ

と教育委員会の対応の問題……「主体的・対話的で深い学び」の結果とし

て、社会への関心を高め、このような疑問を持ち、問いを立てて資料を集

め、批判的に検証し考察することが、今の日本の学校制度あるいは政治状

況の中ではたしてどこまで許容されるのだろうか25。

　小針誠もこうした懸念を「アクティブラーニングの政治性」という観点

から指摘する（小針 2018：242-258）。戦時中の日本で天孫降臨に「先生そ

んなのうそだつぺ」と発言した生徒の例、中国やシンガポールでは批判的

思考力を育み高める授業が行われていないという指摘、「信じる心」をテー

マにした道徳の授業で「疑う心」も必要だと発言した児童の話、ナチス・

ドイツの全体主義を体験する歴史授業を通していとも簡単に教室に全体主

義が成立したアメリカの学校の例。

　こうした事例を挙げながら、小針は警鐘を鳴らす。

　政府見解と対立する道徳観、歴史観、社会観なども幅広く採り入れて、
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多様な価値や内容を許容していかなければ、豊かで実りある授業実践は

成立しませんし、同じ価値を共有できない子どもは対話（話し合い）や

深い学びから排除の対象になる恐れがあります。教師も同様です。それ

が進めば全体主義（ファシズム）に転化しかねないのです。（小針

2018：243-244）

　日本国憲法や子どもの権利条約が保障する生徒の自由を、きちんと学校

が保障することができるのか。あるいはその裏返しとして、ネット上にあ

ふれるフェイクニュースやヘイトスピーチに対して毅然とした態度で挑め

るだろうか。「政治的中立」を口実とする政治教育への介入や政権批判の

自主規制をもたらしかねない昨今の政治状況に、学校や教師はどこまで自

由であり得るのか。そしてこれは同時に、教員集団における「自由」「権利」

への意識と自覚を問われることにもなる。これもまた、教職をめぐる政治

の一側面であるのだが、こうした点を抜きにして「主体的・対話的で深い

学び」は成り立たないし、そのための自己研鑽が教師に求められるという

ことである。

6-4　実りある課題研究・探究的な学びの実現のために

　最後に、初発の問題に立ち返り、「未来の社会科学ユーザ」である中高

生に向けた社会科学教育はいかにして可能か、という点について整理した

い。

　まず、筆者が中学 3 年生を対象に実施した「社会調査入門」についての

後日談から始めたい（児玉ほか 2015、児玉 2016）。高校 3 年生になった生

徒たちに「おさらいテスト」を実施して、当時のことを振り返ってもらっ

た。生徒の多くは授業の内容については 3 年間でほとんど忘れてしまって

おり、中 3 時の「おさらいテスト」の結果は、ほとんど正解できていなかっ

た26。そのころに彼らから寄せられた声の中には「今もういちど受けたい」

「あのときにはよくわかっていなかった」「もったいないことをした」とい
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う声もあった（もっとも、このようなことは、高校生が卒業を前に昔の自

分を振り返ってよく言う言葉であり、社会調査に限ったものではないよう

にも思われる）。また、卒業後に会う機会のあった 3 人の生徒に当時のこ

とを振り返って、今ならどう考えるか聞いたところ、三者三様の答えが返っ

てきた。

　　「考える習慣がついた」（Y くん、医学部志望）

　　「かなり忘れてしまったのがショック」（I くん、国立大学文科系進学）

　　「当時も今もあまり関心がない」（N くん、国立大学工学部進学）

　ここからまず、大学生と同じような授業を中学 3 年生を対象に実施した

ことについて、それが妥当だったのか、が問われる。そして次に、それな

らば発達段階に応じてどのような授業が適当なのかということになる。大

学の先生が書く「中学生・高校生にわかる社会科学入門」は、言葉をやさ

しくしただけで、中身は生徒に届かないものがとても多いという現実も、

この課題が克服されていないからだろう。

　なお、大規模な社会調査入門（量的調査法）に対して、インタビューの

技法（質的調査法）の方は、授業者としては準備しやすく、生徒にとって

も敷居が低く、さらにその後の応用も効くものであったことも付記してお

きたい（児玉 2016）。

　次に、メソドロジーの問題である。運動部活動において徹底した基礎練

習が重要であるのと同じく、課題研究を進めるにあたっても、社会科学教

育ということを考えても、基礎となるメソドロジー学習がしっかりとなさ

れなければならない。この点については、さまざまな先行する授業実践が

相互参照され、開発された指導案や教材が公表されることで、そしてそれ

に対応する教科書や副読本が相次いで登場することによって、クリアされ

ていくことを期待したいし、実際にそうした動きは始まっている。

　また、問いを立てるために必要な知識はどうやって獲得するのか。これ
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も基礎練習やメソドロジー同様、反復練習や量をクリアすることが求めら

れるのだが、その時間と内容とをどこでどうやって確保するか。仮に学校

で確保できなかった場合、課題研究の成否は、家庭の教育力、文化資本や

経済力の違いに簡単に行き着いてしまうことだろう。誰のための課題研究

なのか、何のための課題研究なのか、という疑問が生じることになりはし

ないか。

　そして、教科横断的な取り組みを行うにしろ、学校全体での取り組みを

整理するにしろ、それぞれの教員の取り組みを理解しつないでいく学校組

織としてのマネジメント力が問われる。しかし、百家争鳴からの「天下統

一」事業は、ボトムアップによっては難しいとはいえ、こうしたトップダ

ウン的なイニシアティブに期待することは、筆者のような（考えの旧い）

教員には、どこかしら違和感と抵抗感を否めない。

　以上、本節では、社会科学教育を進めることと、課題研究を進めること、

探究的な学びを深めることとを関連づけながら、現職教員の「肌感覚」と

いう視点から整理してきた。教育が変わり、学校が変わる大きな契機とな

る可能性への期待と、その一方でますます現場のしんどさに拍車がかかる

ことへの不安とが入り混じる中で、新学習指導要領の実施は、刻一刻と迫っ

ている。

（第 6 節　児玉英靖）

７．�実りある課題研究・探究的な学習と社会科学教育のために
―まとめにかえて

　本稿では、相澤による問題提起と関連する実践を提示した上で、荒井に

よる 8 点の論点提示と児玉による現職教員の「肌感覚」から論じてきた応

答を示してきた。まとめを行いながら、今まで議論されていない論点につ

いて、本実践なりの検討を示して本稿をまとめよう。

　第 2 節の学習指導要領の検討において、学習指導要領の変遷のなかでも

たらした学力低下批判について提示したが、これは、第 5 節の 8 点目の過
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度の経験主義や陳腐化とも結びつきうる点である。私自身が 20 年以上前

に Checkland & Scholes（1990=1994）を用いた社会調査の授業を受けた

際に、方法論を習って課題に取り組む際に、「課題をこなす人」と「課題

をものにする人」で大きく差がつくということを指摘されたことがある27。

陳腐化せず、課題研究・探究的な学習からメソドロジーを学び取り（第 5

節 4 点目の論点）、意義ある形で公表を行い（第 5 節 6 点目の論点）、その

成果をどうしたら適切に評価できるであろうか（第 5 節 7 点目の論点）。

　Fadel et al.（2015=2016）では、21 世紀の学習者のあり方が「何を知り、

何を理解しているか」という「知識」、「知っていることをどのように使う

か」という「スキル」、「どのようにふるまうか、どのように世界とかかわ

るか」という「人間性」の 3 点が交わるところに「21 世紀の学習者」の

姿があるとしている一方、これらを包含するものが、「どのように省察し、

どのように適応するか」という「メタ認知」と「成長的思考態度」から構

成される「メタ学習」にあると指摘する（Fadel et al.  2015=2016：62）。

　おそらく多くの方は気づかれると思うが、最初の「知識」、「スキル」、「人

間性」というのは、現在の日本の教育政策では、「知識・技能」「思考・判

断・表現」、「関心・意欲・態度」という学力評価に対応しているものであ

る28。これに対して、学習心理学の立場からは、このような学力を展開さ

せていくために、「学習の目標、方略、結果について省察する」という「メ

タ認知」の必要性を訴える（Fadel et al.  2015=2016：62）。ファデルらは、

メタ認知を育成しなければならない理由として、「メタ認知を働かせるこ

とで、知識やスキル、人間性特徴を、それを学んだ文脈以外の領域で使う

ことができるようになる点」（Fadel et al.  2015=2016：134）を挙げている。

そして、メタ認知が身につくプロセスを次のように説明する。

１．すでに言語的な知識を言葉で表現する（例：物語の中の出来事を思

い出して報告する）

２．非言語的な知識を言葉で表現する（例：ルービックキューブをどう
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やって解いたかを思い出して報告する）

３．言語的または非言語的な知識に関する“説明”を言葉で表現する

（例：物語の修辞構造の知識を読みにおいてどのように利用している

かを説明する）

（Fadel et al.  2015=2016：136）

　ファデルらの研究では、このようなメタ認知を身につけた状態とは、第

3 段階に至った段階であると指摘する。もちろん、この第 3 段階に至るま

での間に、1 や 2 を言語化する練習が日々の活動のなかに行われているほ

ど、3 に至るきっかけを作ることが容易となるであろう。課題研究や探究

的な学習は、このようなメタ認知へと至るプロセスに組み込みやすい学習

であり、長い目で見た場合、主観的にも客観的にも役に立つ学習となりう

る。

　このような学習を中等教育の場でどのように展開するか、その方法論と

障害（第 5 節第 3 と第 5 の論点）は既に第 6 節でも議論してきたことであ

るし、ここでこれ以上展開してもあまり意義はなかろう。むしろ、大学教

育側が引き受けるべき課題を明示したい。それは、大学で行ってきた研究

教育活動とメタ認知を作り出すプロセスについて、言語化していき、その

言語化されたプロセスを陳腐化しないように直接、中等教育の場に持ち込

む体制を作ることであろう。ここに、社会科学の研究教育活動と教育科学

の研究活動の接続可能性を見出すことができる。そして、このような社会

科学の教育実践の言語化によって、実りある中等教育社会科における「課

題研究」・探究的な学習と大学教育における社会科学の導入教育の実践可

能性があり、ひいては、学習者が「未来の社会科学ユーザ」になりうる種

をまくことができるはずである。

（第 7 節　相澤真一）
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【付記】

　本研究授業実践の実施にあたり、森田次朗（中京大学）、竹内麻貴（当時、

立命館大学大学院、現在、山形大学）、堀兼大朗（当時、中京大学大学院、

現在、中京大学）の各氏には、大変なご尽力を賜ったことについて記して

謝意を申し上げる。また、実験的な授業実践の実施に協力してくださった

洛星中学・高等学校、中京大学附属中京高等学校、中京大学現代社会学部

の生徒・学生・教員・職員の皆様に記して謝意を申し上げる。

　なお、本稿は、2014 年度から 16 年度において、科学研究費補助事業と

して行われた「未来の社会科学ユーザを育てるためのカリキュラム構築：

社会学系の学部教育から」の成果を問うべく、日本教育学会第 77 回大会

に設けられたラウンドテーブル「中等教育における探究的な学習と「課題

研究」教育の重要性と可能性」（2018 年 8 月 29 日，於：宮城教育大学）

で行われた報告・議論を展開させたものである。本稿の執筆者のうち、相

澤は企画者・報告者を、児玉は報告者、荒井は司会を務めている。他の共

著論文とは異なり、第 5 節、第 6 節にて、著者が変わることにより、記述

のトーンが異なるのは、このような当日の役割の立場とそれを原稿化して

本稿の成り立ちに由来する。このほかに、日本教育学会大会では、一般社

団法人 Glocal Academy 理事長の岡本尚也氏にも報告を賜った。当日は想

像をはるかに上回る来場者に恵まれ、活発な議論が交わされた。岡本氏と、

一人ずつのお名前を挙げることはできないが、当日の参加者の皆様に記し

て謝意を申し上げる。
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